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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長周期地震動や強風によって建物に発生する長周期振動を検知可能な長周期振動検知装
置と、
　前記長周期振動検知装置の検知結果に基づいて、長周期振動時管制運転を制御する管制
運転制御手段と、
　運転を切替える切替スイッチと
を備え、
　前記切替スイッチは、スプリングバックである投入位置とスプリングバックでない複数
の投入位置とを有し、
　前記スプリングバックでない複数の投入位置のうちの１つは、前記長周期振動時管制運
転よりも消防活動に必要な非常運転を優先する投入位置であり、
　前記スプリングバックでない複数の投入位置のうちの他の１つは、前記非常運転を優先
しない投入位置であり、
　前記スプリングバックである投入位置は、前記非常運転を継続するための点検運転を実
施する投入位置である
ことを特徴とするエレベータの制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　この発明は、長周期地震動や強風の発生によって実施される長周期振動時管制運転と火
災の検知とが重複した際に、エレベータを適切に制御するエレベータの制御装置に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　下記非特許文献１には、通常の地震が発生した時のエレベータの管制運転動作、即ち地
震時管制運転動作が記載されている。かかる地震時管制運転動作は、Ｓ波地震感知器で「
低ｇａｌ」が検知された（非特許文献１における低感知器が動作した）場合に、早期にか
ごを最寄り階停止させることにより、乗客の安全を確保し、エレベータ機器の損傷を防止
することを第一の目的としている。
　なお、消防活動中の場合は、Ｓ波地震感知器を手動或いは自動リセットすることにより
、地震時管制運転によって運転が休止されたエレベータを運転可能な状態にできる。即ち
、Ｓ波地震感知器をリセットすることによって、消防活動に必要な非常運転を可能な限り
実施できるようにしている。
【０００３】
　一方、近年では、通常の地震感知器（例えば、上記Ｓ波地震感知器）では感知できない
ような建物のゆっくりとした揺れを検知し、エレベータを管制運転動作に移行させるもの
もある。
　例えば、従来技術として、下記特許文献１に記載されたものがある。このエレベータで
は、建物の水平方向の変位量とその揺れの継続時間とを検出し、所定の条件を満たす場合
にエレベータを管制運転に移行させている。そして、この管制運転では、例えば、エレベ
ータを所定の非共振階に避難させ、サービスを一部制限したり、サービス自体を一時停止
したりしている。
【０００４】
【非特許文献１】建築基準法及び同法関連法令　昇降機技術基準の解説（図２－７５）
【特許文献１】特開２００５－３２４８９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１記載のものであれば、長周期地震動や強風の発生によって建物が揺れた場合
であっても、エレベータを適切に制御して、エレベータ機器類の損傷等を防止することが
可能となる。しかし、このエレベータでは、上記管制運転中に火災が発生した場合の考慮
がなされていない。即ち、消防活動を行う消防夫が、上記管制運転中に消防活動のための
非常運転を実施する場合には、十分な効果を得ることができなかった。
【０００６】
　なお、非特許文献１に記載されている地震時管制運転は、短時間で建物の揺れが収束す
る通常の地震動（Ｓ波）に対して定められたものである。このため、建物の揺れが数分間
継続する長周期地震動や、数時間継続するような強風が発生した場合に対して適用するこ
とはできなかった。即ち、非常運転を開始するために長周期振動検知装置をリセットして
も、建物の揺れが継続しているために再動作してしまい、円滑な消防活動が困難になって
いた。
【０００７】
　この発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、その目的は、長周期
地震動の発生等によって建物の揺れが長時間に渡る場合でも、消防夫がエレベータを利用
して消防活動を適切に行うことができるエレベータの制御装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明に係るエレベータの制御装置は、長周期地震動や強風によって建物に発生する
長周期振動を検知可能な長周期振動検知装置と、長周期振動検知装置の検知結果に基づい
て、長周期振動時管制運転を制御する管制運転制御手段と、運転を切替える切替スイッチ
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とを備え、切替スイッチは、スプリングバックである投入位置とスプリングバックでない
複数の投入位置とを有し、スプリングバックでない複数の投入位置のうちの１つは、長周
期振動時管制運転よりも消防活動に必要な非常運転を優先する投入位置であり、スプリン
グバックでない複数の投入位置のうちの他の１つは、非常運転を優先しない投入位置であ
り、スプリングバックである投入位置は、非常運転を継続するための点検運転を実施する
投入位置である。

【発明の効果】
【０００９】
　この発明によれば、長周期地震動の発生等によって建物の揺れが長時間に渡る場合でも
、消防夫がエレベータを利用して消防活動を適切に行うことができるようになる。

【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　この発明をより詳細に説明するため、添付の図面に従ってこれを説明する。なお、各図
中、同一又は相当する部分には同一の符号を付しており、その重複説明は適宜に簡略化な
いし省略する。
【００１１】
実施の形態１．
　図１はエレベータの全体構成を示す図、図２はこの発明の実施の形態１における非常運
転優先装置を示す図である。図１において、１は建物に設けられたエレベータの昇降路、
２は昇降路１の上方に設けられたエレベータの機械室、３は昇降路１内を昇降するかご、
４は昇降路１内をかご３とは互いに逆方向に昇降する釣合い重り、５はかご３と釣合い重
り４とを釣瓶式に懸架するメインロープである。このメインロープ５は、機械室２に設置
された巻上機６の駆動綱車７とそらせ車８とにその一部が巻き掛けられており、駆動綱車
７の回動に連動して移動する。即ち、巻上機６によって駆動綱車７が駆動されることによ
り、かご３が昇降路１内を昇降する。
　なお、９はエレベータの各サービス階（図１においては、建物の１階から４階）に設け
られたエレベータ乗場である。乗場９から昇降路１へと通じる各出入口には、乗場ドア装
置１０が設置されている。
【００１２】
　１１は制御盤、１２は長周期振動検知装置であり、共に機械室２に設置されている。制
御盤１１は、巻上機６の制御等、エレベータ全体の運行制御を司る。また、制御盤１１は
、かご３に設置されている表示装置やアナウンス装置等の各種機器類（何れも図示せず）
を制御するため、かご３と制御ケーブル１３によって接続されている。
　長周期振動検知装置１２は、長周期地震動や強風による建物の揺れを検知するために備
えられたものである。即ち、この長周期振動検知装置１２は、通常の地震感知器（例えば
、Ｓ波地震感知器）では検知することができないような建物のゆっくりとした所定の揺れ
（長周期振動）を、複数のレベルで検知できるように構成されている。
【００１３】
　１４は建物内或いは建物に近接した施設内に備えられた防災センターである。この防災
センター１４には、制御盤１１に接続された監視装置１５が設置されており、エレベータ
の状態を常時表示している。また、防災センター１４内或いはかご３内には、図２に示す
ような非常運転優先装置１６（図１において図示せず）が設けられている。この非常運転
優先装置１６は、長周期地震動や強風等によって建物がゆっくり揺れた場合に対応した所
定の管制運転、即ち長周期振動時管制運転（休止状態も含む）の動作中に建物内で火災が
発生した場合に、上記長周期振動時管制運転を解除して、消防活動に必要な非常運転を優
先して実施するための装置である。
【００１４】
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　上記非常運転優先装置１６は、例えば、図２に示すような切替スイッチによって構成さ
れる。ここで、図２に示す「優先」は、長周期振動時管制運転よりも非常運転を優先する
ことを、「非優先」は非常運転を優先しないことを、「点検」は後述の点検運転を実施す
ることを意味している。なお、詳細については後述する。そして、この非常運転優先装置
１６は、火災発生時、消防活動を行う消防夫によって操作される。
【００１５】
　次に、図３乃至図５に基づき、エレベータの制御装置の具体的な機能及び動作について
説明する。図３はこの発明の実施の形態１におけるエレベータの制御装置を示す構成図、
図４は図３に示す制御装置によって実施される長周期振動時管制運転動作を示すフローチ
ャート、図５は図３に示す制御装置によって実施される非常運転動作を示すフローチャー
トである。
　図３において、上記制御盤１１には、管制運転制御手段１７、動作判定手段１８、優先
判定手段１９、非常運転制御手段２０が備えられている。
【００１６】
　管制運転制御手段１７は、長周期振動検知装置１２の検知結果（例えば、レベル別の入
力信号）に基づいて、上記長周期振動時管制運転を制御する機能を有する。具体的に、管
制運転制御手段１７は、長周期地震動や強風等による建物の所定の揺れが検知されること
により、かご３（及び、釣合い重り４）を所定の非共振階まで走行させ、運転を休止させ
るための制御を行う。即ち、この動作により、メインロープ５や制御ケーブル１３等の長
尺物が建物の揺れと共振して、昇降路１内の各種設置機器（図示せず）に接触したり引っ
掛かったりすることを防止する。
【００１７】
　以下、図４に基づき、長周期振動時管制運転の具体的な動作について説明する。なお、
以下においては、一例として、長周期振動検知装置１２に２段階の検知レベル（Ｌｖ１、
Ｌｖ２）が設定されている場合について説明する。
【００１８】
　エレベータの平常運転時（Ｓ１０１）、管制運転制御手段１７では、長周期振動検知装
置１２によってＬｖ１の揺れが検知されたか否かを常時判定している（Ｓ１０２）。そし
て、Ｌｖ１の揺れが検知されなければ平常運転を継続させる。一方、Ｓ１０２においてＬ
ｖ１の揺れが検知されると、乗場９やかご３に設置された各表示装置、及び監視装置１５
等の外部機器に、Ｌｖ１の揺れが検知された旨の表示を行う（Ｓ１０３）。
【００１９】
　また、Ｓ１０２においてＬｖ１の揺れが検知された後、Ｌｖ１の揺れが未検知になれば
、所定時間経過後（例えば、１０分後）に上記外部機器等の表示を消し、エレベータを平
常運転に復帰させる（Ｓ１０４、Ｓ１０５）。ここで、Ｌｖ１の揺れが未検知になっても
所定時間経過するまで外部機器等の表示を消さないのは、検知レベルが低いためにＬｖ１
の揺れが再度検知される可能性が高く、その際に外部機器等の表示が点滅してしまうこと
を防止するためである。
【００２０】
　また、Ｓ１０４において継続してＬｖ１を検知している場合は、Ｌｖ１が未検知になる
まで、Ｌｖ２の揺れが検知されたか否かを判定する（Ｓ１０６）。そして、Ｓ１０６にお
いてＬｖ２の揺れが検知されると、先ず、以後のエレベータの使用を禁止するため、Ｓ１
０７において、既に登録されている乗場呼びやかご呼びをキャンセルする。次に、現在の
エレベータの状態に応じた対応を行うため、Ｓ１０８において、エレベータが走行中であ
るか否かを判定する。
【００２１】
　Ｓ１０８においてエレベータが走行中であると判定された場合は、先ず、現在のエレベ
ータの進行方向に、所定の非共振階が存在するか否かを判定する（Ｓ１０９）。ここで、
進行方向に非共振階が存在する場合、管制運転制御手段１７は、エレベータをその非共振
階まで直行運転させ、着床後に乗客を降車させて、エレベータの運転を休止させる（Ｓ１
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１０、Ｓ１１１）。
【００２２】
　一方、Ｓ１０９において走行方向に非共振階が存在しない場合、管制運転制御手段１７
は、先ず、かご３を最寄り階に着床させ、乗客を降車させる（Ｓ１１２、Ｓ１１３）。ま
た、Ｓ１１３における乗客の降車が所定時間（例えば、１分）以内に完了したか否かを判
定し（Ｓ１１４）、乗客の降車が所定時間内に完了していると判定されれば、走行速度を
通常運転の速度よりも低下させて、エレベータを非共振階へ走行させる（Ｓ１１５）。な
お、Ｓ１１５の上記動作は、エレベータの停止時間が短ければ、メインロープ５や制御ケ
ーブル１３等の振幅が、昇降路１内の各種設置機器に接触する程には成長しないとの考え
に基づくものである。そして、エレベータが非共振階に着床した後、エレベータの運転が
休止される（Ｓ１１６）。
　また、Ｓ１１４において、乗客の降車が所定時間内に完了していないと判定されれば、
現在の停止階においてエレベータの運転を休止させる（Ｓ１１７）。これは、エレベータ
の停止時間が長ければ、メインロープ５や制御ケーブル１３等が建物の揺れと共振して、
昇降路１内の各種設置機器に接触している可能性が高くなるためである。
【００２３】
　また、Ｓ１０８においてエレベータが停止中であると判定された場合は、次に、現在の
停止階が所定の非共振階であるか否かを判定する（Ｓ１１８）。そして、現在の停止階が
非共振階である場合はＳ１１１に、非共振階でない場合はＳ１１３に進み、上記と同様の
動作を行う。
　以上が、長周期振動時管制運転での具体的な動作である。
【００２４】
　一方、制御盤１１内の上記動作判定手段１８は、エレベータが長周期振動時管制運転の
動作中であるか否かを判定する機能を有する。具体的に、動作判定手段１８は、管制運転
制御手段１７（或いは、長周期振動検知装置１２）からの信号に基づいて上記判定を行う
。また、優先判定手段１９は、非常運転優先装置１６からの入力信号に基づき、何れの運
転が優先されているかを判定する。即ち、優先判定手段１９は、非常運転優先装置１６が
「優先」、「非優先」、「点検」の何れに投入されているのかを検出する。
　そして、非常運転制御手段２０は、上記動作判定手段１８及び優先判定手段１９の各判
定結果に基づいて、消防活動に必要な非常運転を適切に制御する。具体的に、非常運転制
御手段２０は、非常運転優先装置１６によって長周期振動時管制運転が解除された場合に
、所定の条件下、エレベータを戸閉状態で最上階から最下階まで自動走行させて所定の点
検運転を実施することにより、消防夫の安全を確保しつつ、可能な限り非常運転を継続さ
せる。
【００２５】
　以下、図５に基づき、非常運転の具体的な動作について説明する。
　エレベータの平常運転時に火災が検知され、消防夫が消火活動を実施すべく非常運転を
開始するための所定の操作を行うと（Ｓ２０１）、非常運転制御手段２０は、先ず、動作
判定手段１８の判定結果に基づいて、長周期地震動等による建物の揺れを現在検知中であ
るか否か、即ち長周期振動時管制運転が動作中であるか否かを判定する（Ｓ２０２）。Ｓ
２０２において、建物の揺れが未検知である場合、非常運転制御手段２０は、消防夫等の
操作に基づいて、非常運転を制御する（Ｓ２０３）。
【００２６】
　一方、Ｓ２０２において長周期振動時管制運転の動作中である場合、非常運転制御手段
２０は、非常運転優先装置１６が「優先」側に投入されているか否かを判定する（Ｓ２０
４）。ここで、非常運転優先装置１６が「優先」側に投入されていない場合、「優先」側
に投入されるまで、長周期振動時管制運転による運転休止を継続させ、エレベータをその
まま待機させる（Ｓ２０５）。
【００２７】
　消防夫等の操作によって非常運転優先装置１６が「優先」側に投入されると、非常運転
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制御手段２０は、長周期振動時管制運転による運転休止を解除し、先ず、エレベータを戸
開待機させる（Ｓ２０６）。また、Ｓ２０６において運転休止が解除されると、非常運転
制御手段２０は、現在のエレベータの停止階が、所定の共振階であるか否かを判定する。
なお、上記共振階とは、長周期地震動等によって生じる建物の揺れに、エレベータが影響
を受け易い停止階、例えば、長周期地震動等によって建物がゆっくり揺れた場合に、メイ
ンロープ５等のエレベータ長尺物が、建物の揺れに共振し易い停止階のことを意味する。
（なお、非共振階は、上記共振階ではない停止階、或いは、長周期地震動等によって生じ
る建物の揺れに、エレベータが影響を受け難い特定の停止階のことを意味する。）
　そして、エレベータが共振階に停止していないと判定された場合は、非常運転を継続さ
せ、消防夫の操作に基づいてエレベータを運行させる。
【００２８】
　一方、エレベータが共振階に停止している場合、非常運転制御手段２０は、次に、エレ
ベータがその共振階に所定時間以上停止しているか否かを判定する（Ｓ２０７）。なお、
エレベータが共振階に所定時間以上停止していない場合、メインロープ５や制御ケーブル
１３等の振幅は、昇降路１内の各種設置機器に接触する程に成長している可能性は著しく
低い。このため、かかる場合は、消防夫の操作に基づいてエレベータを運行し、非常運転
を継続させる（Ｓ２０８）。
【００２９】
　一方、Ｓ２０７において所定時間以上停止していると判定された場合、メインロープ５
や制御ケーブル１３等は、建物の揺れと共振して、昇降路１内の各種設置機器に接触して
いる可能性が高い。このため、非常運転制御手段２０は、非常運転を継続させる前に必ず
点検運転を実施させ、かかる点検運転で異常が発見されなかった場合に、エレベータの非
常運転の継続を許可するための制御を行う。
【００３０】
　具体的に、非常運転制御手段２０は、Ｓ２０７においてエレベータが共振階に所定時間
以上停止していると判定されると、先ず、乗場９やかご３に設置された各表示装置、及び
監視装置１５等の外部機器を使用して、消防夫や外部に警告を報知し、その状態のままエ
レベータを待機させる（Ｓ２０９）。
【００３１】
　次に、非常運転制御手段２０は、非常運転優先装置１６が「点検」側に投入されている
か否かを判定する（Ｓ２１０）。ここで、非常運転優先装置１６が「点検」側に投入され
ていない場合は、Ｓ２０９に戻って、警告の報知及び運転待機を継続させる。一方、消防
夫等の操作によって非常運転優先装置１６が「点検」側に投入されると、非常運転制御手
段２０は、非常運転を継続させるための点検運転を開始する。具体的には、先ず、エレベ
ータが戸開中であれば自動で戸閉動作を行う（Ｓ２１１）。そして、戸閉状態を維持した
まま、エレベータを最上階から最下階まで自動走行させる所定の点検運転を行い、この点
検運転完了後、自動走行を開始した運転待機階にエレベータを停止させる（Ｓ２１２）。
【００３２】
　上記点検運転では、走行中の異常音の有無や、機器故障を検知する異常検知装置の検知
結果、着床不良の有無等に基づいて、エレベータの異常が検出される（Ｓ２１３）。そし
て、点検運転中や点検運転後にエレベータの異常が検出された場合、その後のエレベータ
の使用は禁止される。即ち、その後の非常運転の継続が阻止され、エレベータは運転休止
状態となる（Ｓ２１４）。一方、Ｓ２１３においてエレベータが正常であると判定される
と、自動戸開した後、エレベータは運転待機状態となり、消防夫による非常運転の操作を
待つ（Ｓ２１５）。なお、Ｓ２１５の後、非常運転制御手段２０は、Ｓ２０７に戻って上
記動作を繰り返す。
【００３３】
　この発明の実施の形態１によれば、長周期振動時管制運転と火災の検知とが重複した場
合であっても、消防夫がエレベータを利用して消防活動を適切に行うことができるように
なる。即ち、非常運転優先装置１６によって長周期振動時管制運転が解除された場合は、
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を確保することができる。特に、上記構成であれば、長周期振動時管制運転の解除後、エ
レベータが共振階に所定時間以上停止した場合は、上記点検運転を実施しなければ非常運
転が継続できない。このため、建物の揺れが長時間に渡る場合でも、消防夫の安全を確実
に確保し、円滑な消防活動が可能となる。
【００３４】
　また、上記点検運転は、昇降路機器等の破損が発生していた場合に備え、通常運転の走
行速度よりも低速で行われる。このような構成であれば、点検運転を実施したことによる
被害の拡大を防止することも可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】エレベータの全体構成を示す図である。
【図２】この発明の実施の形態１における非常運転優先装置を示す図である。
【図３】この発明の実施の形態１におけるエレベータの制御装置を示す構成図である。
【図４】図３に示す制御装置によって実施される長周期振動時管制運転動作を示すフロー
チャートである。
【図５】図３に示す制御装置によって実施される非常運転動作を示すフローチャートであ
る。
【符号の説明】
【００３６】
　１　昇降路
　２　機械室
　３　かご
　４　釣合い重り
　５　メインロープ
　６　巻上機
　７　駆動綱車
　８　そらせ車
　９　乗場
　１０　乗場ドア装置
　１１　制御盤
　１２　長周期振動検知装置
　１３　制御ケーブル
　１４　防災センター
　１５　監視装置
　１６　非常運転優先装置
　１７　管制運転制御手段
　１８　動作判定手段
　１９　優先判定手段
　２０　非常運転制御手段
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